
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
◆雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新 

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用す

る従業員の一定割合（43.5 人以上規模の企業：法定雇

用率 2.3％）以上の障害者を雇うことを義務付けてい

ます。厚生労働省が取りまとめた民間企業や公的機関

などにおける、令和３年の「障害者雇用状況」集計結

果によれば、雇用障害者数は 59 万 7,786.0 人（対

前年比 3.4％上昇、対前年差１万 9,494 人増加）、実

雇用率 2.20％（対前年比 0.05 ポイント上昇）と、い

ずれも過去最高となっています。 

 

◆精神障害者の伸び率が大きい 

雇用者のうち、身体障害者は 359,067.5 人（対前年

比 0.8％増）、知的障害者は 140,665.0 人（同 4.8％

増）、精神障害者は 98,053.5 人（同 11.4％増）と、

いずれも前年より増加しており、特に精神障害者の伸

び率が大きくなっています。  

精神障害者については障害者雇用義務の対象に加

えられたのも遅かったことから、企業としても、雇用

への対応を検討するのはまだまだこれからというと

ころでしょう。 

 

◆法定雇用率達成企業の割合は 47.0％ 

一方、法定雇用率達成企業の割合は 47.0％と、対前

年比で 1.6 ポイント低下しています。「宿泊業、飲食

サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」などで

は雇用されている障害者の数が昨年より減少してい

ることから、コロナ禍による影響も想像されます。 

 また、障害者を１人も雇用していない企業は 32,644

社、未達成企業に占める割合は 57.7％となっており、

社会全体としては、障害者雇用はまだ十分に進んでい

るとはいえない状況といえます。 

 

障害者雇用については「雇用して終わり」ではなく、

職場定着の取組みも重視されています。企業としては、

広い視野で障害者雇用について関心をもっていきた

いところです。 

 

【厚生労働省「令和３年 障害者雇用状況の集計結果」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000871748.

pdf 

 
 

 
 
◆雇用保険マルチジョブホルダー制度とは？ 

 令和４年１月１日から 65 歳以上の労働者を対象に

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されま

した。これは、複数の事業所で勤務する 65 歳以上の労

働者が、そのうち２つの事業所での勤務を合計して以

下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申

出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保

険の被保険者（マルチ高年齢被保険者）となることが

できる制度です。 

【適用要件】 

 ・複数の事業所に雇用される 65 歳以上の労働者で

あること 

 ・２つの事業所（１つの事業所における１週間の所

定労働時間が５時間以上 20 時間未満）の労働時

間を合計して１週間の所定労働時間が 20 時間以
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上であること 

 ・２つの事業所のそれぞれの雇用見込みが 31 日以

上であること 

 

◆手続きは本人が行うのが原則 

 マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合

には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を

一時金で受給することができます。老後の生活資金や

介護費用等のために、利用を検討する労働者もいるか

もしれません。ただし、この制度では、マルチ高年齢

被保険者としての適用を希望する本人が手続きを行

う必要があります。手続きに必要な証明（雇用の事実

や所定労働時間など）は、本人から事業主に記載を依

頼して、ハローワークに申し出ることになっています。 

 

◆事業主に求められること 

 労働者から手続きに必要な証明を求められた場合

は、速やかに対応しましょう。また、マルチジョブホ

ルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止

めなどの不利益な取扱いを行うことは法律上禁じら

れています。マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被

保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義

務が発生しますので、制度についてしっかりと理解し、

対応していきましょう。 

 
【厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度につ

いて」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0

000136389_00001.html 

 
 

 
 
1 日 
○ 贈与税の申告受付開始＜３月１５日まで＞［税務

署］ 
 
10 日 
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 
［公共職業安定所］ 

 
16 日 
○ 所得税の確定申告受付開始＜３月１５日まで＞

［税務署］ 
※なお、還付申告については２月１５日以前でも

受付可能。 

28 日 
○ じん肺健康管理実施状況報告の提出［労働基準監

督署］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安

定所］ 
○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第４期＞［郵便

局または銀行］ 
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

 
 

～当事務所よりひと言～ 

～２０２２年厚生年金法の主な法改正について～ 

   

【２０２２年４月施行】 

  低在老の支給停止基準額見直し・・・６０～６

４歳の支給停止基準額を、現行の２８万円から

６５歳以上の基準額に合わせて４７万円に 

   

  ６５歳以降の毎年年金改定・・・厚生年金の受

給額計算は６５歳と７０歳時に計算すること

になっているが、６５歳以降毎年計算する仕組

み導入へ 
 
  年金受給開始時期の拡大・・・６０歳から７０

歳の間となっている年金開始時期が６０歳か

ら７５歳の間へ拡大 
  〈繰上げの請求〉月換算減額率を「5/1000」か

ら「4/1000」へ軽減 
  〈繰下げの申し出〉繰下げ上限年齢を現行の「70

歳」から「７５歳」へ引上げ。なお、月換算増

額率は現行の「7/1000」から変更なし 
 
  【２０２２年１０月施行】 

  厚生年金の適用拡大・・・短時間労働者の従業員

要件を現行の「５０１人以上」から、「１０１人以

上」へ緩和する。勤務時間の見込み現行の「１年

以上」から「２ヵ月超」へ緩和。 

   

  厚生年金保険適用除外要件見直し・・・２か月以

内の雇用契約であっても、実態からみて２か月を

超えて使用される見込みがあると判断できる場

合には最初の２か月の雇用期間を含めて当初か

ら社会保険の適用対象とする。 

2 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


